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令和５年横審第１３号 

裁    決 

漁船Ａ乗揚事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

補  佐  人  １人 

受  審  人  ｂ  

職  名 Ｂ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

補  佐  人  １人 

 

本件について、当海難審判所は、理事官熊谷貴樹出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和４年１２月７日２１時５１分 

銚子港 
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２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ 漁船Ｂ 

  総 ト ン 数 １９トン １９トン 

  全 長 ２２.９０メートル  

  登 録 長  １８.００メートル 

  深     さ １.８８メートル １.８７メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 

   漁船法馬力数 ７３６キロワット ７３６キロワット 

３ 事実の経過 

(1) Ａ及びＢ 

Ａ及びＢは、ほぼ同一船型の、大中型まき網漁業に網船としてそ

れぞれ従事するＦＲＰ製漁船で、いずれも船体中央やや船首寄りに

操舵室を配し、Ａの同室前部には、左舷側に魚群探知機、ＧＰＳプ

ロッターを、中央にレーダー及び操舵輪を、右舷側に魚群探知機、

レーダー、機関回転計等の各計器を、操舵輪後方に椅子をそれぞれ

備え、Ｂの操舵室前部には、左舷側にＧＰＳプロッター及び機関回

転計等の各計器を、中央にレーダー及び操舵輪を、右舷側に魚群探

知機を、操舵輪後方に椅子をそれぞれ備えていた。 

Ａ及びＢは、両船船首部を直径６０ミリメートル及び直径３０ミ

リメートルの各ロープで、両船船尾部を直径約１メートルに束ねら

れた網でそれぞれ連結し、Ａの左舷側に約６メートル離してＢを並

列状態（以下「Ａ列」という。）として、係留地と漁場間を航行し

ていた。 

(2) 本件発生に至る経緯 

Ａ列は、Ａにａ受審人ほか甲板員５人及びインドネシア共和国籍

の技能実習生５人が、Ｂにｂ受審人ほか甲板員４人及びインドネシ



- 3 - 

ア共和国籍の技能実習生４人がそれぞれ乗り組み、探索船及び運搬

船で船団を組み、操業の目的で、Ａ及びＢとも船首１.２メートル船

尾２.２メートルの喫水をもって、令和４年１２月７日２１時４１分

銚子港第２漁船だまりの係留地を発し、同港北東方沖合の漁場に向

かった。 

ところで、ａ受審人は、Ａ及び同型船の操船経験が約１５年あり、

利根川河口の両岸寄りは浅くなっていることを承知しており、Ａ列

構成時、Ａ列の針路を決めてＡを操船するとともに、Ｂのｂ受審人

に機関回転数の指示を行って、Ａ列を操船指揮し、平素、河口付近

を航行する際、ＧＰＳプロッターで両岸の５メートル等深線の間を

確認して航行していた。 

また、ｂ受審人は、令和３年９月に小型船舶操縦士の免許取得後、

ａ受審人の操船指揮下、Ｂで船長職を１年以上続け、利根川河口の

両岸寄りは浅くなっていることを承知しており、平素、ＧＰＳプロ

ッターで両岸の５メートル等深線を確認していた。 

ａ受審人は、Ａ列の指揮を執り、レーダーを作動させ、ＧＰＳプ

ロッターに５メートル等深線を表示して操舵輪後方に立った姿勢で

利根川を下航し、２１時４７分少し過ぎ銚子港一ノ島灯台（以下

「一ノ島灯台」という。）から２３４度（真方位、以下同じ。） 

１,７５０メートルの地点で、針路を０６５度に定め、１０.０ノッ

トの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって進行した。 

ａ受審人は、２１時４９分半少し前一ノ島灯台から２２７度  

１,１２０メートルの地点で針路を０５６度に転じて、速力を８.０

ノットに減じた。 

ａ受審人は、針路を転じたとき、利根川右岸河口付近に拡延する

沖ノ明神と称する浅所（以下「沖ノ明神浅所」という。）が正船首
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４１０メートルのところとなり、その後同浅所に向首接近する状況

であったが、周囲に出航船が約４０隻存在していたことから、それ

らの動静を監視することに気をとられ、ＧＰＳプロッターで５メー

トル等深線を確認するなど、船位の確認を十分に行わなかったので、

この状況に気付かなかった。 

一方、ｂ受審人は、レーダーを作動させ、ＧＰＳプロッターに５

メートル等深線を表示して操舵輪後方に立った姿勢でａ受審人の指

示に従って手動操舵で操船し、２１時５０分僅か前一ノ島灯台から

２２６度９６０メートルの地点に至ったとき、沖ノ明神浅所がＡの

正船首２５０メートルのところとなり、その後同浅所に向首接近す

る状況であったが、自船の左舷後方に出航船が存在し、その動静を

監視することに気をとられ、ＧＰＳプロッターで５メートル等深線

を確認するなど、船位の確認を十分に行わなかったので、この状況

に気付かず続航した。 

ａ受審人は、沖ノ明神浅所に向首したまま進行し、２１時５１分

一ノ島灯台から２２３度７２０メートルの地点において、Ａは、原

針路及び原速力で、同浅所に乗り揚げた。 

当時、天候は晴れで風力３の西北西風が吹き、潮候は低潮時に当

たり、視界は良好であった。 

乗揚の結果、ロープ等で両船が連結されていたことから、Ａは、

Ｂに引かれ左舷側に傾斜して機関室に浸水したことで沈没し、のち

廃船処理され、Ｂは、Ａが傾斜したとき、同船の左舷船首部がＢの

右舷船首部に接触して、同部外板に割損等を生じた。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件乗揚は、夜間、銚子港において、ＡとＢが連結した状態で利根川
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を下航する際、船位の確認が不十分で、沖ノ明神浅所に向首進行したこ

とによって発生したものである。 

ａ受審人は、夜間、銚子港において、利根川を下航する場合、浅所の

存在を承知していたのだから、ＧＰＳプロッターで５メートル等深線を

確認して航行するなど、沖ノ明神浅所に向首進行しないよう、船位の確

認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、周囲に出航

船が約４０隻存在していたことから、それらの動静を監視することに気

をとられ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、沖ノ

明神浅所に向首接近する状況に気付かないまま進行して、同浅所に乗り

揚げる事態を招き、ＡがＢに引かれ傾斜して機関室に浸水し、Ａを沈没

させ、Ｂに損傷を生じさせるに至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

ｂ受審人は、夜間、銚子港において、ａ受審人のＡ列操船指揮下、ロ

ープ等でＡと連結した状態で利根川を下航する場合、浅所の存在を承知

していたのだから、ＧＰＳプロッターで５メートル等深線を確認して航

行するなど、Ａ列が沖ノ明神浅所に向首進行しないよう、船位の確認を

十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船の左舷後方

に出航船が存在し、その動静を監視することに気をとられ、船位の確認

を十分に行わなかった職務上の過失により、Ａ列が沖ノ明神浅所に向首

接近する状況に気付かず進行して、Ａが同浅所に乗り揚げる事態を招き、

ＢがＡを引っ張り傾斜させて機関室に浸水し、Ａを沈没させ、Ｂに損傷

を生じさせるに至った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 
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よって主文のとおり裁決する。 

 

令和６年１月３１日 

横浜地方海難審判所 

         審 判 官  大  北  直  明 

 

 


